
仙
台
高
等
裁
判
所
長
官　

菅
　
野
　
雅
　
之

講
演

デ
ジ
タ
ル
化
時
代
に
お
け
る
裁
判
の
迅
速
化

１　
は
じ
め
に

　

各
種
事
件
に
お
い
て
平
均
審
理
期
間

が
再
び
長
期
化
す
る
傾
向
に
あ
り
、
コ

ロ
ナ
禍
を
経
た
現
時
点
に
お
い
て
も
な

お
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
収
ま
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
現
状
は
、「
裁
判
の
迅
速

化
に
係
る
検
証
に
関
す
る
報
告
書
」（
最

高
裁
判
所
Ｈ
Ｐ
の
「
裁
判
の
迅
速
化
に

係
る
検
証
結
果
の
公
表
（
第
10
回
）
に

つ
い
て
」
参
照
）
に
お
い
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
民
事
事
件

を
中
心
に
し
て
、
我
が
国
の
国
民
意
識

や
裁
判
に
対
す
る
認
識
・
期
待
等
を
前

提
に
し
つ
つ
、
裁
判
の
迅
速
化
が
な
か

な
か
進
ま
な
い
背
景
事
情
等
を
分
析
す

る
と
と
も
に
、
各
種
裁
判
手
続
に
お
け

る
デ
ジ
タ
ル
化
の
検
討
状
況
、
進
捗
状

況
に
つ
き
説
明
し
、
デ
ジ
タ
ル
化
が
裁

判
の
迅
速
化
に
結
び
付
く
可
能
性
、
そ

の
間
に
潜
む
隘
路
や
克
服
す
べ
き
課
題

を
取
り
上
げ
、
将
来
を
展
望
し
て
み
た

い
。

２　
裁
判
の
迅
速
化
の
現
状

　

前
述
の
「
裁
判
の
迅
速
化
に
係
る
検

証
結
果
の
公
表（
第
10
回
）」に
よ
れ
ば
、

新
受
件
数
の
減
少
、
平
均
審
理
期
間
の

長
期
化
、
長
期
未
済
事
件
の
増
加
等
が

見
て
取
れ
、改
善
成
果
が
出
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、関
係
者
の
繁
忙
感
、

負
担
感
は
増
幅
し
て
い
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
、
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
に
入
り
つ
つ

あ
る
と
い
う
お
そ
れ
も
あ
る
。

３　
裁
判
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化
の

　
　
現
状

　

民
事
裁
判
に
関
し
て
は
、
平
成
30
年

3
月
に
内
閣
官
房
の
「
裁
判
手
続
の
Ｉ

Ｔ
化
検
討
会
」
に
お
い
て
取
り
ま
と
め

が
公
表
さ
れ
て
以
降
、急
速
な
Ｉ
Ｔ
化
・

デ
ジ
タ
ル
化
の
流
れ
が
進
展
し
て
い

る
。
従
前
か
ら
試
み
ら
れ
て
い
た
、
個

別
手
続
に
関
す
る
部
分
的
な
シ
ス
テ
ム

化
等
と
は
異
な
り
、
訴
訟
記
録
の
全
面

的
な
電
子
化
を
前
提
と
す
る
「
裁
判
手

続
等
の
全
面
Ｉ
Ｔ
化
」
を
目
指
す
も
の

で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
い
え

る
。  

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、  

①
ｅ

提
出
（e-F

ilin
g

）、 

②
ｅ
法
廷

（e-C
ourt

）
及
び 

③ 

ｅ
事
件
管
理

（e-Case M
anagem

ent

）
と
い
う
「
3

つ
の
ｅ
」
の
実
現
を
図
る
た
め
に
、
克

服
す
べ
き
課
題
や
環
境
整
備
等
に
即

し
、
3
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
に
分
け
て
、
順

次
、
新
た
な
運
用
を
開
始
し
て
い
く
ア

プ
ロ
ー
チ
が
採
ら
れ
る
運
び
と
さ
れ

た
。

　

裁
判
所
で
は
ま
ず
フ
ェ
ー
ズ
1
の
実

施
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
な
り
、
知
財

高
裁
等
に
お
い
て
は
、
令
和
2
年
2
月

か
ら
弁
論
準
備
手
続
（
片
方
当
事
者
の

出
頭
は
必
要
）
や
書
面
に
よ
る
準
備
手

続
等
に
つ
き
、T

eam
s

を
利
用
し
た

ウ
ェ
ブ
会
議
の
活
用
を
図
る
こ
と
と

な
っ
た
。
奇
し
く
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
が
拡
大
し
、
裁
判
所
へ
の

出
頭
が
物
理
的
に
困
難
な
状
況
が
続
い

た
こ
と
も
あ
り
、
ウ
ェ
ブ
会
議
を
積
極

的
に
活
用
し
た
争
点
整
理
手
続
の
実
施

は
、
爆
発
的
に
拡
大
し
、
現
時
点
で
は
、

全
高
地
裁
本
庁
・
支
部
にT

eam
s

が

導
入
さ
れ
、
争
点
整
理
手
続
の
大
部
分

が
ウ
ェ
ブ
会
議
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い

る
実
情
に
あ
る
。
令
和
4
年
5
月
に
は

改
正
民
事
訴
訟
法
（
令
和
4
年
法
律
第

48
号
）
が
成
立
し
、
こ
れ
が
施
行
さ
れ

れ
ば
、Ｉ
Ｔ
化
の
3
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
す

べ
て
が
実
現
す
る
運
び
に
な
る
。
令
和

5
年
3
月
に
は
、フ
ェ
ー
ズ
2
の
う
ち
、

当
事
者
双
方
が
ウ
ェ
ブ
会
議
・ 

電
話

会
議
に
よ
り
弁
論
準
備
手
続
期
日
・ 

和
解
期
日
に
参
加
す
る
仕
組
み
の
導
入

に
関
す
る
部
分
が
施
行
さ
れ
、
令
和
5

年
度
中
に
は
、
フ
ェ
ー
ズ
2
の
残
部
と

な
る
口
頭
弁
論
期
日
に
お
け
る
ウ
ェ
ブ

会
議
等
の
利
用
に
関
す
る
部
分
が
施
行

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
訴
状
等
の
オ
ン

ラ
イ
ン
提
出
、
訴
訟
記
録
の
電
子
化
等

の
フ
ェ
ー
ズ
3
に
関
す
る
部
分
は
、
令

和
7
年
度
中
に
施
行
予
定
と
さ
れ
て
い

る
。

　

ま
た
、
民
事
執
行
、
民
事
保
全
、
倒

産
及
び
家
事
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
令

和
5
年
6
月
14
日
に
「
民
事
関
係
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
等

の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
て
い

る
。
刑
事
手
続
に
つ
い
て
は
、
現
在
法

制
審
議
会
で
調
査
審
議
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。

４　
裁
判
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化
＝

　
　
迅
速
化
？

　

近
時
、
裁
判
手
続
の
迅
速
化
が
進
ま

な
い
と
い
わ
れ
る
要
因
と
し
て
は
、
精

密
司
法
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
傾
向
の
審

理
、
判
断
が
さ
れ
て
い
る
事
例
が
少
な

く
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
事
者

は
、
必
要
性
や
有
効
性
等
を
十
分
吟
味

す
る
こ
と
な
く
、
考
え
得
る
あ
ら
ゆ
る

主
張
や
書
証
を
提
出
し
が
ち
で
あ
り
、

そ
の
結
果
、
準
備
書
面
は
、
大
部
か
つ

反
復
記
述
が
多
く
、
書
証
は
膨
大
な
も

の
と
な
る
。
裁
判
所
も
、
審
理
の
初
期

段
階
で
、
十
分
な
吟
味
を
行
う
こ
と
な

く
、
と
り
あ
え
ず
準
備
書
面
の
陳
述
や

書
証
の
提
出
を
許
容
し
て
し
ま
い
、
そ

の
結
果
、
終
結
時
あ
る
い
は
判
決
起
案

時
に
膨
大
な
記
録
を
前
に
し
て
、
細
目

的
な
事
実
認
定
や
些
末
な
法
律
判
断
に

ま
で
不
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぐ
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
運
用
は
、
紛
争

の
核
心
を
早
期
に
把
握
し
、
こ
れ
に
精

力
を
集
中
し
て
迅
速
に
充
実
し
た
判
断

を
下
す
と
い
う
現
在
の
民
事
訴
訟
の
理

念
に
逆
行
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
り
、

む
し
ろ
真
の
争
点
を
埋
没
さ
せ
、
適
正

な
判
断
を
阻
害
す
る
要
因
に
も
な
り
か

ね
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
近

時
の
社
会
情
勢
（
当
事
者
個
々
人
に
よ

る
強
大
な
情
報
収
集
力
及
び
発
信
力
の

取
得
と
こ
れ
に
よ
る
裁
判
官
や
弁
護
士

の
比
較
優
位
の
弱
体
化
、
発
言
や
行
動

に
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
傾
向

等
）
が
争
点
整
理
の
困
難
度
を
高
め
て

い
る
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

Ｉ
Ｔ
化
・
デ
ジ
タ
ル
化
を
通
じ
て
、

作
業
を
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
す
る
た
め
に

役
立
つ
ツ
ー
ル
が
整
う
こ
と
に
は
大
き

な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
適
時

適
切
に
利
用
す
る
意
識
改
革
や
態
勢
整

備
が
進
ま
な
い
と
、
審
理
の
実
態
に
大

き
な
変
化
が
生
ぜ
ず
、
か
え
っ
て
Ｉ
Ｔ

化
・
デ
ジ
タ
ル
化
の
デ
メ
リ
ッ
ト
が
強

調
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

そ
の
た
め
に
も
、手
続
利
用
者
サ
イ
ド
、

代
理
人
サ
イ
ド
、
裁
判
所
サ
イ
ド
が
一

丸
と
な
っ
て
、
ハ
ー
ド
面
の
Ｉ
Ｔ
・
デ

ジ
タ
ル
化
の
み
な
ら
ず
、
仕
事
の
進
め

方
や
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
タ
イ
ル
等
も
含

め
た
ソ
フ
ト
面
・
マ
イ
ン
ド
面
で
の

発
想
の
転
換
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
審
理
の
在
り
方
に
つ
い
て

共
通
認
識
を
形
成
し
、
合
理
的
な
訴

訟
慣
行
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
が
肝

要
で
あ
ろ
う
。

（６）
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各
種
事
件
に
お
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審
理
期
間

が
再
び
長
期
化
す
る
傾
向
に
あ
り
、
コ
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ナ
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を
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現
時
点
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も
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お
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収
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。

こ
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よ
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現
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は
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の
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係
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に
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」（
最

高
裁
判
所
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の
「
裁
判
の
迅
速
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に

係
る
検
証
結
果
の
公
表
（
第
10
回
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に

つ
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て
」
参
照
）
に
お
い
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
民
事
事
件

を
中
心
に
し
て
、
我
が
国
の
国
民
意
識

や
裁
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に
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・
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待
等
を
前

提
に
し
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、
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判
の
迅
速
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な
か

な
か
進
ま
な
い
背
景
事
情
等
を
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す

る
と
と
も
に
、
各
種
裁
判
手
続
に
お
け

る
デ
ジ
タ
ル
化
の
検
討
状
況
、
進
捗
状

況
に
つ
き
説
明
し
、
デ
ジ
タ
ル
化
が
裁

判
の
迅
速
化
に
結
び
付
く
可
能
性
、
そ

の
間
に
潜
む
隘
路
や
克
服
す
べ
き
課
題

を
取
り
上
げ
、
将
来
を
展
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し
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み
た

い
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裁
判
の
迅
速
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前
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に
係
る
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証
結
果
の
公
表（
第
10
回
）」に
よ
れ
ば
、

新
受
件
数
の
減
少
、
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均
審
理
期
間
の

長
期
化
、
長
期
未
済
事
件
の
増
加
等
が

見
て
取
れ
、改
善
成
果
が
出
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、関
係
者
の
繁
忙
感
、

負
担
感
は
増
幅
し
て
い
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
、
負
の
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パ
イ
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に
入
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に
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30
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に
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官
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の
「
裁
判
手
続
の
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Ｔ
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検
討
会
」
に
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い
て
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り
ま
と
め

が
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表
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以
降
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速
な
Ｉ
Ｔ
化
・

デ
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タ
ル
化
の
流
れ
が
進
展
し
て
い

る
。
従
前
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ら
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み
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、
個

別
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続
に
関
す
る
部
分
的
な
シ
ス
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ム

化
等
と
は
異
な
り
、
訴
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記
録
の
全
面

的
な
電
子
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を
前
提
と
す
る
「
裁
判
手

続
等
の
全
面
Ｉ
Ｔ
化
」
を
目
指
す
も
の

で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
い
え

る
。  

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、  
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ｅ

提
出
（e-F
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g

）、 
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ｅ
法
廷

（e-C
ourt

）
及
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ｅ
事
件
管
理

（e-Case M
anagem

ent
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と
い
う
「
3

つ
の
ｅ
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の
実
現
を
図
る
た
め
に
、
克

服
す
べ
き
課
題
や
環
境
整
備
等
に
即
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、
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つ
の
フ
ェ
ー
ズ
に
分
け
て
、
順

次
、
新
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な
運
用
を
開
始
し
て
い
く
ア

プ
ロ
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チ
が
採
ら
れ
る
運
び
と
さ
れ

た
。

　

裁
判
所
で
は
ま
ず
フ
ェ
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ズ
1
の
実
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に
と
り
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こ
と
に
な
り
、
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財
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裁
等
に
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、
令
和
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弁
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手
続
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片
方
当
事
者
の
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必
要
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や
書
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に
よ
る
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手
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を
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し
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ウ
ェ
ブ
会
議
の
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図
る
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と

な
っ
た
。
奇
し
く
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
が
拡
大
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、
裁
判
所
へ
の

出
頭
が
物
理
的
に
困
難
な
状
況
が
続
い

た
こ
と
も
あ
り
、
ウ
ェ
ブ
会
議
を
積
極

的
に
活
用
し
た
争
点
整
理
手
続
の
実
施

は
、
爆
発
的
に
拡
大
し
、
現
時
点
で
は
、

全
高
地
裁
本
庁
・
支
部
にT

eam
s

が

導
入
さ
れ
、
争
点
整
理
手
続
の
大
部
分

が
ウ
ェ
ブ
会
議
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い

る
実
情
に
あ
る
。
令
和
4
年
5
月
に
は

改
正
民
事
訴
訟
法
（
令
和
4
年
法
律
第

48
号
）
が
成
立
し
、
こ
れ
が
施
行
さ
れ

れ
ば
、Ｉ
Ｔ
化
の
3
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
す

べ
て
が
実
現
す
る
運
び
に
な
る
。
令
和

5
年
3
月
に
は
、フ
ェ
ー
ズ
2
の
う
ち
、

当
事
者
双
方
が
ウ
ェ
ブ
会
議
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電
話

会
議
に
よ
り
弁
論
準
備
手
続
期
日
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和
解
期
日
に
参
加
す
る
仕
組
み
の
導
入

に
関
す
る
部
分
が
施
行
さ
れ
、
令
和
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度
中
に
は
、
フ
ェ
ー
ズ
2
の
残
部
と

な
る
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頭
弁
論
期
日
に
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け
る
ウ
ェ
ブ

会
議
等
の
利
用
に
関
す
る
部
分
が
施
行

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
訴
状
等
の
オ
ン

ラ
イ
ン
提
出
、
訴
訟
記
録
の
電
子
化
等

の
フ
ェ
ー
ズ
3
に
関
す
る
部
分
は
、
令

和
7
年
度
中
に
施
行
予
定
と
さ
れ
て
い

る
。

　

ま
た
、
民
事
執
行
、
民
事
保
全
、
倒

産
及
び
家
事
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
令

和
5
年
6
月
14
日
に
「
民
事
関
係
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
等

の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
て
い

る
。
刑
事
手
続
に
つ
い
て
は
、
現
在
法

制
審
議
会
で
調
査
審
議
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。

４　
裁
判
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化
＝

　
　
迅
速
化
？

　

近
時
、
裁
判
手
続
の
迅
速
化
が
進
ま

な
い
と
い
わ
れ
る
要
因
と
し
て
は
、
精

密
司
法
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
傾
向
の
審

理
、
判
断
が
さ
れ
て
い
る
事
例
が
少
な

く
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
事
者

は
、
必
要
性
や
有
効
性
等
を
十
分
吟
味

す
る
こ
と
な
く
、
考
え
得
る
あ
ら
ゆ
る

主
張
や
書
証
を
提
出
し
が
ち
で
あ
り
、

そ
の
結
果
、
準
備
書
面
は
、
大
部
か
つ

反
復
記
述
が
多
く
、
書
証
は
膨
大
な
も

の
と
な
る
。
裁
判
所
も
、
審
理
の
初
期

段
階
で
、
十
分
な
吟
味
を
行
う
こ
と
な

く
、
と
り
あ
え
ず
準
備
書
面
の
陳
述
や

書
証
の
提
出
を
許
容
し
て
し
ま
い
、
そ

の
結
果
、
終
結
時
あ
る
い
は
判
決
起
案

時
に
膨
大
な
記
録
を
前
に
し
て
、
細
目

的
な
事
実
認
定
や
些
末
な
法
律
判
断
に

ま
で
不
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぐ
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
運
用
は
、
紛
争

の
核
心
を
早
期
に
把
握
し
、
こ
れ
に
精

力
を
集
中
し
て
迅
速
に
充
実
し
た
判
断

を
下
す
と
い
う
現
在
の
民
事
訴
訟
の
理

念
に
逆
行
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
り
、

む
し
ろ
真
の
争
点
を
埋
没
さ
せ
、
適
正

な
判
断
を
阻
害
す
る
要
因
に
も
な
り
か

ね
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
近

時
の
社
会
情
勢
（
当
事
者
個
々
人
に
よ

る
強
大
な
情
報
収
集
力
及
び
発
信
力
の

取
得
と
こ
れ
に
よ
る
裁
判
官
や
弁
護
士

の
比
較
優
位
の
弱
体
化
、
発
言
や
行
動

に
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
傾
向

等
）
が
争
点
整
理
の
困
難
度
を
高
め
て

い
る
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

Ｉ
Ｔ
化
・
デ
ジ
タ
ル
化
を
通
じ
て
、

作
業
を
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
す
る
た
め
に

役
立
つ
ツ
ー
ル
が
整
う
こ
と
に
は
大
き

な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
適
時

適
切
に
利
用
す
る
意
識
改
革
や
態
勢
整

備
が
進
ま
な
い
と
、
審
理
の
実
態
に
大

き
な
変
化
が
生
ぜ
ず
、
か
え
っ
て
Ｉ
Ｔ

化
・
デ
ジ
タ
ル
化
の
デ
メ
リ
ッ
ト
が
強

調
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

そ
の
た
め
に
も
、手
続
利
用
者
サ
イ
ド
、

代
理
人
サ
イ
ド
、
裁
判
所
サ
イ
ド
が
一

丸
と
な
っ
て
、
ハ
ー
ド
面
の
Ｉ
Ｔ
・
デ

ジ
タ
ル
化
の
み
な
ら
ず
、
仕
事
の
進
め

方
や
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
タ
イ
ル
等
も
含

め
た
ソ
フ
ト
面
・
マ
イ
ン
ド
面
で
の

発
想
の
転
換
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
審
理
の
在
り
方
に
つ
い
て

共
通
認
識
を
形
成
し
、
合
理
的
な
訴

訟
慣
行
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
が
肝

要
で
あ
ろ
う
。

（７）


